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は じ め に 

 

独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）の事業は、主に技術協力、

有償資金協力及び無償資金協力から成り、そのうち独立行政法人国際協力機構

法に基づき一般勘定で経理される技術協力の事業費及びそのための管理的経費

の財源として、毎年度、国から外務省所管の一般会計予算として、独立行政法人

国際協力機構運営費約 1,500 億円（2018 年度当初予算額は 1,498 億円）が交付

されている。いわゆる独立行政法人に対する渡切りの運営費交付金である。この

予算は、JICA が行う技術協力事業の事業費の全額及び管理的経費（安全対策費、

旅費等）、人件費の財源の一部となっている。 

 

今回の JICA の予算逼迫問題は、この運営費交付金のうち技術協力事業の事業

費予算の執行に関して、2017 年度の年央段階で計画していた当該年度の支出見

込額が事業費予算額 1,014 億円を上回る（予算不足となる）見通しが確認され

たことで顕在化した。この予算逼迫問題は、2017 年度に実施予定の一部の技術

協力事業の 2018 年度以降への繰延べ、新規技術協力事業の実施開始の凍結等に

より、2017 年度内の支出を予算の範囲内に収めるよう抑制せざるを得ない状況

を招いた。この急激な抑制は、事業を予定していた相手国政府関係者やコンサル

タント、技術協力専門家等の混乱を招き、また、受注を見込んでいた国内事業者

に経営上の影響を与えることとなった。 

 

JICA は事態を受けて予算執行管理の強化に向けた対応を行ってきたが、2018

年 6 月、外部の専門家による徹底した原因究明と再発防止策検討のために JICA

理事長の諮問による「予算執行管理強化に関する諮問委員会」を設置し、問題が

生じた一般勘定における予算管理を抜本的に改善することとした。この諮問委

員会の下には JICA の担当職員と公会計に関する外部専門家からなる実務者会

合を置き、実務を担当する職員が外部専門家の助言に基づき問題の所在を認識

し、自ら再発防止策を検討し本委員会の確認を得る措置が盛り込まれた。 

 

本委員会は 2018 年 6 月から 12 月にかけて延べ 9 回、20 時間にわたる議論と

委員の専門的知見に基づく個別の検証を経て、この提言をとりまとめた。JICA

は今回の問題により、国の政府開発援助を一元的に担う実施機関として国民と

被援助国政府をはじめとする関係者の信頼と期待を大きく損なったことを真摯

に受け止め、深い反省と考察のもとに二度とこのような問題を生じさせないよ

うに内部管理の適正化を進め、信頼回復に努めることを期待したい。 
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図１ 逼迫を起こした運営費交付金予算の位置づけ 

出所：JICA  
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8 月 6 日 

 

第 5 回 

9 月 3 日 

公会計管理・独法監査 

・独立行政法人の制度・会計～行動計画と支出計画～【梶川委員】 

 

・会計的側面からの予算管理の課題と対応策【園田委員】 

第 6 回 

9 月 19 日 

IT システム・業務合理化 

・予算管理プロセスの見直しについて【座間委員】 

第 7 回 

10 月 4 日 

これまでの議論を踏まえた予算管理の具体的改善策 

第 8 回 

11 月 16 日 

提言とりまとめ① 

第 9 回 

12 月 3 日 

提言とりまとめ② 

フォローアップについて 
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第一章 運営費交付金予算の逼迫問題の原因 

第一章では運営費交付金予算の逼迫問題の原因検証として、第一節で事実関

係を整理した上で、第二節、第三節で直接的原因と根本的原因を議論する。 

 

1.1  問題の事実関係 

JICA の第 4 期中期目標期間（2017～2021 年度）の初年度である 2017 年度に

発生した運営費交付金の予算逼迫問題の経緯について、第 3 期中期目標期間

（2012～2016 年度）に遡って予算管理に係る事象を整理する。 

 

1.1.1 第 3 期中期目標期間では、JICA は国からの運営費交付金を財源に、毎年

度約 1,000 億円規模の事業予算で技術協力事業を実施した。しかし、同期

間の 3 年目にあたる 2014 年度末時点で、アフガニスタンやアフリカ地域

の治安悪化の影響による事業の進捗の遅れや管理的経費の節約により約

150 億円の運営費交付金債務の未収益化額1が生じていた。 

 

1.1.2 このため 2015 年度には、当該年度に新たに措置された事業予算約 994 億

円に前年度以前の運営費交付金債務（未収益化額）約 150 億円を加えた

約 1,144 億円の事業予算水準で事業を行うこととなった。また、翌年の

2016 年度は第 3 期中期目標期間の最終年であるため、中期目標期間の中

間年のように運営費交付金債務の未収益化額を翌年度へ持越すことがで

きず国庫納付となる可能性があった。このような状況を背景に、組織及び

職員の運営費交付金債務管理に係る理解の不足から、途上国の旺盛な開

発ニーズへの資金需要もあり 2016 年度末までに運営費交付金債務の全

額を執行しようとする予算管理が行われた【直接原因①参照】。 

 

1.1.3 さらに、個々の技術協力事業は複数年度にわたる案件が多いため、2016

年度までに開始した案件の後年度計画額が積み上がり、2017 年度開始時

点で、既に同年度の予算現額を大幅に上回る計画が立てられている状態

にあった（図 2：「計画（2017）」の青色部分が予算現額を超過）。 

 

1.1.4 加えて、2016 年の 6 月から翌 2017 年 2 月に行われた、2017 年度の新規

案件を採択する要望調査プロセスでは、予算担当部局による予算の後年

度計画額の管理が曖昧なまま、例年並みの積極的な新規案件採択が行わ

れた（図 2：「計画（2017）」の赤色部分が 2016 年度以前の赤色部分と同

                                            
1 2014 年度当初予算の残余による運営費交付金残高。運営費交付金債務、収益化の意味に

ついては、用語集参照。 
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程度）。この時点では 2016 年度中に運営費交付金債務の全額を執行する

という意識の中で、採択規模を適切に管理するという判断には至らなか

った。 

 
図 2 支出実績額の推移及び 2017 年度の計画額 

（事業費のうち技術協力プロジェクト等の部分） 
出所：JICA 

 

1.1.5 第 4 期中期目標期間（2017 年度～2021 年度）初年度である 2017 年度の

国からの運営費交付金予算は 1,503 億円と前年度比増額となった。JICA

はこのうち事業費として、例年並みの 1,014 億円（うち技術協力プロジェ

クト等の事業予算約 668 億円）を割り当てたが、2017 年度の計画額（図

2：「計画（2017）」の青色と赤色を足した高さ）が予算現額（図 2：「計画

（2017）」の赤色の横線）を大幅に上回る状況が生じた【直接原因②参照】。 

 

1.1.6 このような中 JICA は、年度当初の時点では問題認識に至らなかった。技

術協力事業の特性（注）により最新計画額に対して実際の支出額が下振れ

る傾向があり、また、2016 年度まで毎年度発生していた前年度からの繰

越予算の追加配分（例年 6 月）があることから、年度当初時点で最新計画

額が予算額を上回ることが常態化していたためである。 

（注）技術協力事業の特性とは、技術協力事業は建設や土木工事と異なり、

成果が「人や組織の能力強化」という達成度を測ることが難しく、ま

た、相手の状況により一定の投入に対して必ずしも一定の成果が上

がるというものではない。加えて、自然災害や紛争など事業実施に当

たり様々な面で予期せぬ制約の生じやすい途上国で事業が行われる

ため、事業が計画通りに進まないことがしばしばある。そのため、技

術協力事業の予算管理には以下の特性があると言われている。 

- 予算計画の精度の限界：技術協力事業は JICA 側だけでなく、相手国

側の事情により事業の進捗や投入内容が左右されるため、事前に正確

な予算計画を立ててもそれを計画通り実施するには困難が伴う。その
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ため案件実施中には現地状況に応じた投入内容の変更やプロジェクト

期間の延長が頻繁に発生する。また、事業に遅延が発生すると、その結

果当該年度の支出が減少する。 

-  契約精算残の発生：契約には実費精算部分を含むため、支払の段階

では数％精算残が生じる。期中に精算残が発生することにより年度末

に向けて最新計画額は下方修正される傾向にある。 

 

1.1.7 JICA は予算執行状況のモニタリングにおいて最新計画額を補完する指標

として「執行率」（予算額に対する契約済額の比率）を用いてきた。2017

年 5 月時点の執行率は例年に比べて高い 62％であった（図 3）が、この

時点では、今後の執行率の伸びが自然に弱まることや、2016 年度まで毎

年度 60 億円～150 億円規模で発生していた前年度からの繰越予算の追加

配分の可能性を期待して、予算の全体を管理する予算担当部局も、また地

域別の全体予算管理を行う責任を有する地域部も、事業を実施する主体

である課題部も、例年並みの執行率に収まる可能性を考えていた【直接原

因③、④参照】。 

 
図 3 2015 年度～2017 年度の執行率（契約済額／予算額）の月次推移 
出所：JICA 
（注）契約期間が終了して精算時に数％の精算残が発生することが一般的であり、

仮に契約額を予算額以内に抑えた場合、年度末に組織全体として多額の精算残
が発生するため、予算総額としては執行超過を防ぐ調整を行うという前提のも
と、年度後半にかけて契約額が 100％を超える運用を行っていた。 

 

1.1.8 しかし、2017 年 7 月の 2016 年度決算において、前年度からの繰越が発

生しないことが確定し、過年度の補正予算分を除く 2017 年度の事業費予

算額は、2015、2016 年度を約 70～110 億円程度下回る規模となることが

判明した（表 1）。 

（注）国の補正予算に計上された JICA 運営費交付金については、補正予
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算が当年度予算編成後の事由に基づき特定の支出に充てられるべき

ものとして措置されていることから、JICA 内部の財源管理として、

補正予算により措置された運営費交付金債務に関しては、他の運営

費交付金債務と区分して、当該補正予算により措置された事業の進

捗に合わせて収益化され執行されることとなっている。 

 

1.1.9 2017 年 7 月時点において前年度からの繰り越し財源がないことが確定し

たことから、このままでは予算現額を超過するのではないかとの組織的

な認識が生まれ、予算配分額の範囲内での執行を行うよう抑制に転じた。 

 

表１ 2015～2017 年度の事業費予算額（含む当初予算未執行分からの繰越） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

1,129 億円 1,086 億円 1,014 億円 
出所：JICA 

 

1.1.10 2017 年 9 月には執行率が 90％を超過したことから（図 3）、2017 年 10

月以降、JICA は執行抑制策として、実施中案件の後倒し（計 115 件、76

億円）や新規案件の実施開始の凍結（175 件・28 億円）を行うこととし、

関係者に大きな影響を与える事態となった（図 4）。また、旅費等の管理

的経費についても緊急の節減策等を実施し、運営費交付金予算全体の執

行抑制を図った。 

 

2017 年度執行抑制策の順次実施 

・実施中案件の後倒し（コンサルタント契約変更を伴うもの）：115 件・76 億円支出繰延べ 

・2017 年度開始予定であった新規案件の実施準備凍結： 175 件・28 億円支出抑制 

・2018 年度開始予定の新規案件の採択規模の抑制：過去 5 年平均の 33％（件数ベース） 

・旅費等の管理的経費の緊急節減策など 

図 4 2017 年度の執行抑制策とその影響 
出所：JICA 

 

1.1.11 これらにより、2017 年度決算において 2017 年度の予算執行額は 1,458

億円と運営費交付金予算 1,503 億円の範囲内となり、支出額が予算額を

超過する事態は回避された。 
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1.2 問題を招いた直接的原因 

【直接原因①】独立行政法人の運営費交付金債務管理に係る理解の不足 

 

1.2.1 前中期目標期間末（2016 年度末）までに運営費交付金債務の未収益化額

の全額を執行しようとする予算管理が行われた原因として、独立行政法

人の運営費交付金債務管理に係る理解の不足を挙げる。 

 

1.2.2 政策効果を最大限発現させるために、運営費交付金を中期目標期間中に

執行すべく努力することは適切な取り組みである。しかし、執行の残額を

最小化するだけではなく、執行残を案件の終了や中止に伴う純粋な不用

額と、外的要因等による事業・支払の遅れのために次期中期目標期間に持

越すべき財源とに区別して管理することも求められる。 

 

1.2.3 独立行政法人の運営費交付金は、措置された時点では交付金を原資に行

うことが期待されている業務活動が未だ行われておらず、独立行政法人

が業務活動を実施する義務を有していることから、「運営費交付金債務」

として負債計上される。この運営費交付金債務を管理する上で、「計画で

は当該年度の運営費交付金を使う予定であったが、自己の責任でない事

由で事業を一部実施できなかったもの（「期ズレ」という）」は、採用する

収益化基準にもよるが、JICA の技術協力事業においては中期目標期間中

であれば運営費交付金債務の状態のまま翌年度への持越しが可能である2。 

 

1.2.4 これに対して中期目標期間終了年度においては、運営費交付金債務の残余

は全額「精算収益化」され、その発生理由に基づき国庫納付の対象額と次

期中期目標期間に繰越される事業財源に区分される。後者については、財

政当局と協議し（運営費交付金債務ではなく）「前中期目標期間繰越積立金」

として整理が認められた場合だけ、次期中期目標期間に財源を繰越すことが

できる制度となっている。独立行政法人は財政当局に対する説明責任を負う

ため、中期目標期間を跨ぐ事業のどこまでを当該中期目標期間内の運営

費交付金の対象とするかを計画段階で明確に定め、実際にどこまで事業

が進捗したかを把握していなければならない。 

 

1.2.5 しかしながら、JICA は期ズレの財源を残したとしても、次期中期目標期間に

財源を持ち越せなかった場合には途上国の旺盛な開発ニーズに応えられな

いことから、運営費交付金債務に残余を生じさせずに全額使い切るとの意識

が働き、中期目標期間終了時に向けて執行促進を行った。 

                                            
2 適用される運営費交付金の収益化基準により例外がある。 
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1.2.6 加えて JICAは、各年度の予算執行において案件の終了や中止に伴う純粋な

不用額と、外的要因等による事業自体や支払時期の遅れにより次年度に持

ち越すべき予算額を区別せずに、一律に「執行残」として、予算担当部局が新

規予算と同列に扱い、決算によりその金額が明らかになる翌年 7 月頃に追加

配分と称して再配分する運用を行っていた。本来であれば期ズレに伴い前年

度から使途特定で繰越されるべき財源も含めて翌年度に再配分財源となる

予算執行管理が常態化していたため、中期目標期間最終年度において積極

的にこれを管理すべきという発想に至らず、2016 年度から 2017 年度に使途

特定で繰越されるべき財源が 2016年度中に別の使途で執行されてしまい、

財源なしに事業のみが繰り越されたために、2017年度の予算逼迫が生じた。 

 

1.2.7 また、2016 年度の前中期目標期間末までに運営費交付金債務の未収益化

額の全額を執行するために単年度の予算執行促進が強力に進められる中で、

後年度の支出増を伴う計画であっても、2016 年度の執行促進につながる

ものは積極的に実施に移された。その結果、後年度計画の管理に十分な注

意が払われないまま、後年度計画額が過大に積み上がることとなった。こ

の点について次に述べる。 

 

 
図 5 運営費交付金の繰越のために期ズレを把握する必要性 
出所：梶川委員 
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【直接原因②】事前統制の弛みと面積管理の未定着 

 

1.2.8 既往案件と新規案件を合わせた 2017 年度の最新計画額が、全体の予算額

を大幅に超過する事態を招いた原因として、事前統制の弛みと、将来の 5

年間を見渡した複数年度にわたる予算管理手法（面積管理）の未定着を挙

げる。 

 

＜事前統制の弛み＞ 

1.2.9 2003 年の独立行政法人への移行より以前、特殊法人であった JICA の技

術協力予算は、実施する案件数だけでなく海外に派遣する技術協力専門

家の数と期間、海外から受け入れる研修員の数と期間、投入する機材の購

入費など、個々の事項ごとに財政当局及び主務省の事前統制を受けてい

た。この事前統制は事項別の予算積算書（以下「事項別表」という。）に

より行われていた。一方、独立行政法人化後には、法人の長のリーダーシ

ップの下で自主的・戦略的な業務運営を行い最大限の成果を上げていく

ために、国から使途が特定されず弾力的かつ効率的な執行が可能な運営

費交付金が事業財源として措置されている。運営費交付金は、法人があら

かじめ予算計画上見込んでいた使途とは別の使途に充てる場合において

も、主務大臣の事前の関与なしに変更使用が可能である。資金使途の妥当

性は、独立行政法人が中期目標達成のために最も効果的な運用を行った

かとの観点から、主務大臣の事後の評価を仰ぐ制度であるからである。こ

の制度は法人自身の予算執行に関する事前統制を緩めることを意図する

ものではなく、むしろ国からの統制がなくなった部分は自律的な事前統

制が求められる。その点を JICA は組織として認識できていなかった。 

 

1.2.10 JICA は独法化後、予算参考資料として事項別表の作成を行っていたが、

経営層は来年度の事業計画の裏付け資料として組織的に事項別表で予算

計画を議論することの重要性に十分な認識を有していなかった。その後、

予算管理の不十分さが指摘されたこともあり、2013 年度予算要求から決

算値と比較する形で事業計画と予算計画を事項別表に示し内部統制の管

理を強化する取り組みを行っていた。しかし、2015 年度予算概算要求か

らは業務合理化の名の下に事項別表の作成は行われなくなった。 

 

1.2.11 これにより組織的な予算の事前統制が弛み、各年度にどれだけの事業を

行う予定で、そのためにいくらの予算が必要かといった確認を年度計画・

予算計画策定時までに行うことが不十分となっていった。そのため、2017

年度の計画額が予算見込み額に対してどの程度まで積みあがっているの

かを同年度の予算計画の策定時点において認識できなかった。 
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図 6 独立行政法人制度化による事前統制の弛み 
出所：園田委員 

 

＜複数年度にわたる地域別中期予算管理手法（面積管理）の未定着＞ 

1.2.12 複数年度にわたる事業が多い JICA の技術協力事業の予算管理では、後年

度計画額を適切に管理することが極めて重要である。このように複数年

度にわたる事業財源を単年度の運営費交付金という財源措置との関係に

おいてどのように調整していくかが課題であり、JICA は複数年度にわた

る予算の予見性を確保し、戦略的な事業形成と案件採択を担保するため

に、東南アジアやアフリカなど全世界を 6つの援助対象地域に区分して、

地域ごとに将来の 5 年間の配分予定予算総額を一定の予備率（安全率）

を見込んで当該担当地域部に提示して予算管理を行わせる地域別中期予

算管理（通称「面積管理」）を 2012 年度に導入した。これにより複数年

度にわたる案件の採択及び後年度計画額の管理の改善に取り組み始めた。 

 

1.2.13 また JICA は被援助国単位で重点課題に対する技術協力、円借款・海外投

融資、無償資金協力等のスキームを併記して可視化することで、実施中案

件の把握及び将来の採択案件の規模を検討するため事業の計画（図 7、

P14 参照）を作成している。同計画では、案件単位で実施期間、各年度の

概算支出額の見積りが入力され、案件の積み上げが、プログラム、及び国

全体の年度別予算見積り額になる。 

 

独立行政法人制度化による事前統制の弛み

3

しかし独法化は事前統制の重要性が相対的に低下したことを意味するわけではない
⇒ 国費を財源とする予算執行主体としての認識、事前統制が弛んでいるのが現状なのではない
か？（運営費交付金ありきのマネジメントとなっていないか？）
⇒ 事前統制は、独法自らが実施する必要がある（独法内部におけるPDCAサイクル構築）。
※H25.12 独法改革（閣議決定）：法人の長の下での自律的なPDCAサイクルを機能させるため、法人の内部ガバナ
ンスの強化を図るとともに、法人における管理会計の活用等により自律的なマネジメントの実現を図る

毎事業年度の予算要求に際して、事項別の予算積算書（事業の積算内訳）の作成が必要であった（事前統制）

独立行政法人化前（旧特殊法人等）

国による事前統制

独立行政法人は、法人の長のリーダーシップの下で自主的・戦略的な業務運営を行い最大限の成果を上げてい
くために、国から使途が特定されず弾力的かつ効率的な執行が可能な運営費交付金として財源措置される。

⇒ 「運営費交付金」は、使途の内訳を特定せず、いわば「渡し切りの交付金」として交付される。法人の運営上
の判断により、法人の予算上で見込んでいた使途とは別の使途に充てる場合についても、主務大臣の事前の関
与は受けない。

独立行政法人化後

事後評価に重点
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1.2.14 しかし、特殊法人時代から単年度で予算を使い切るという予算管理を行

ってきた経験から、面積管理の導入による複数年度にわたる予算管理の

改善は、必ずしも組織全体がその意義を正確に理解し運用するという状

況には至らなかった。具体的には、案件採択後の実施段階において、事業

を実施する部署による当年度の最新計画・後年度計画の状況把握及び事

業を管理するシステムへの入力が徹底されなかったため、面積管理を行

う地域部が当年度の最新計画額及び後年度計画額を正確かつ適時に把握

できなかった。地域部も一部の部を除き、後年度計画額の適時の更新につ

いて事業を実施する部署に促すことはなかった。事業の計画における国

毎の各案件の予算額の積上げ額と各地域に配分された地域別中期配分予

算予定額との比較検討（予算執行状況、後年度計画状況）も組織内で十分

に行われていなかった。 

 

1.2.15 加えて、2015 年度には、業務改善推進委員会3の提案を受けて計画・予算

管理の合理化が本格的に導入された。これに伴い、決裁済案件の予算額に

大規模な変更（当初決裁総額の 10％を超える増額又は減額）が必要とな

る場合の、個別事業の実施・予算執行管理を行う課題部から、地域全体で

の後年度を含む予算の面積管理を行う地域部への、計画額変更の決裁の

合議を廃止するなどの事務手続きの変更が行われた。これにより、面積管

理に必要な実施中案件の後年度計画額の変更に関する情報が地域部に自

動的には共有されなくなった。また、前述のとおり、システム上に登録さ

れている後年度計画額が必ずしもタイムリーに更新されない状況下で、

本来、正確に後年度計画額を把握するためには、地域部は課題部に対して

必要な情報の提供を求めなければならなかったが、地域部はこれを行っ

ていなかった。他方、事業を実施する課題部は、単年度の執行促進が強力

に進められる中で、複数年度にわたる面積管理より単年度の予算管理に

意識を集中した。これらの結果、地域部、課題部を跨いだ法人全体におけ

る予算執行状況、後年度計画額の全体像が適切に把握されない状況を招

いていた。 

 

1.2.16 面積管理による後年度計画額の管理が機能しない中で、後年度負担を伴

う 2015 年度、2016 年度の案件採択が行われ、結果的に後年度における

予算逼迫を招くこととなった。 

 

                                            
3 2013 年から 2016 年にかけて JICA 内に設置された、全組織的に業務の合理化を推進す

るための役員レベルの委員会。 
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図 7 複数年度にわたる予算管理の現状と問題点 
出所：園田委員 

  

現状

○ 予算の予見性を確保し、戦略的な事業形成を担保するため、「地域別中期予算額（通称「面積管理」）」を示達し、
その枠内で技術協力プログラムの採択の可否を検討している。
○ 各プログラムの採択にあたっては、事業計画を作成し、その中でプログラムの中身である各案件の実施期間、実
施期間に渡る概算支援額を見積もっている。

複数年度に渡る予算及び支出管理
（後年度計画の管理を含む）

4

問題点

○ 事業計画における年度毎の概算支援額合計（各プロジェクトの合計額）の積み上げ額、すなわち各プログラム単
位の積み上げ額と、各地域に配賦された面積管理額との比較検討（予算執行状況、後年度計画状況）が正確に行わ
れていない。（地域部）
○ 事業計画における概算支援額のタイムリーな見直し等を含む、プログラム単位における予算執行状況、後年度計
画状況の把握が正確に行われていない。（課題部）
○ 法人全体における予算執行状況、後年度計画状況の把握が徹底されていない。（財務部）

地域別面積管理

プログラム

案件

H28 H29 H30 H31 H32

事業計画（プログラム管理）
（ex:東南アジア・太洋州)

毎年の予算編成の結果
を受け調整

地域別中期予算基礎額

政策増
割当

約年５％減
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【直接原因③】年度当初での抑制的予算配分と繰越予算の追加配分という運用 

 

1.2.17 2017年 5月時点の執行率が例年に比べて高い状態であったにもかかわら

ずその時点で問題認識に至らなかった原因の一つ目として、年度当初で

の抑制的予算配分と年央での繰越予算の追加配分という運用が習慣化し

ていたことを挙げる。 

 

1.2.18 JICA では、年度当初においては課題部等の事業実施部門が積算した当年

度の事業計画額に対して予算担当部局が一律割り引いた予算を配分（例

えば計画額の 80％など）することが習慣化していた。これは各部門の計

画額の総額が（繰越分を除いた）当該年度の運営費交付金予算の当初予算

額を上回ることが一般的であったためである。事業実施部門は、計画額か

ら一律割り引かれた予算配分を受けた後、年度末までに発生するであろ

う精算残等も勘案し、年度当初から年度半ばに至るまでは、同配分額に合

わせた計画額の抑制的な見直しは行っていなかった。それは、例年 7 月

頃に行われる繰越予算の追加配分や、他部門の計画額の下方修正により

自部門に予算の追加配分がなされた場合、その時点から計画を立ててい

ては年度内の執行に間に合わない可能性があるためである。前述のとお

り単年度で予算を余すことなく執行するという考え方の下に、年度当初

においては、事業実施部門が当初配分予算額を超えるペースで執行する

運用が習慣化していた。通常の年であれは、前年度からの繰越予算の追加

配分や、最新計画額の下方修正により、結果として執行超過とならないと

の見込みの下に予算執行管理が行われていた。 

 

1.2.19 そのため、図 2（P6 参照）のように 2017 年度当初の段階で計画額が当

初予算額を上回る状況においても、計画額が当初予算額を上回ること自

体は通例であることからこの時点で危機意識を有するに至らなかった。

「1.1 事実関係」で述べているように、2017 年 7 月時点になっても例年

にない高い執行率が継続し、また 2016 年度決算において当初予算から次

年度への繰越が発生しないことが確定し、2017 年度の予算現額が 2015、

2016 年度の水準を大幅に下回る規模となることとなり、予算超過の可能

性が強く認識された。 

 

1.2.20 また上述のように、精算残を見越し、当初配分予算額を超えるペースで契

約する運用が習慣化している中で、予算執行管理を行う経理業務統合シ

ステムもそれに合わせて、システムの統制機能の一部を解除し、各部署に

配分された予算額を超えて契約や支出が可能な運用になっていた。この

運用により各部署の予算担当者は「年央の段階で予算額を上限として執
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行すること」への歯止めを失っていた。予算が全体として逼迫していない

状況下では、一部の部門で一時的に執行超過となっても、他部門で余った

予算を充てるなどして混乱を招かずとも調整可能であったものが、2017

年度の予算逼迫下ではどこからも財源の捻出ができず、実施中案件の後

ろ倒しなど混乱を伴う調整を行わざるを得ない事態を招いた。 

 

1.2.21 予算執行を管理する JICA の情報システムは、主に事業管理支援システム、

経理業務統合システム、要望調査システムにより行われている。これらシ

ステムは、制度や手続きごとにシステムが異なり、制度等変更の都度改修

が発生しシステムが複雑化している。また、基本的なデータを一つのマス

ターに読みに行く構成になっておらず、基本情報をシステムごとに入力

する必要があるなどデータが正規化されておらず、システム間でもデー

タ項目や構造が異なるため、データ整合性確保に係る調整負荷が高い一

方、データ抽出や統合・活用が困難となっている。これらのシステム上の

制約が、実施中案件の後年度計画額と新規採択案件を合算した一元的な

予算管理状況の可視化を阻害し、予算逼迫問題の把握の遅れにつながっ

た遠因であるともいえる。 

 

 

図 8 JICA の事業管理、予算執行・決算管理のための情報システム 
出所：JICA 
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【直接原因④】個別案件ごとの予算見積りの変動を適切に把握し管理する意識

の不足 

 

1.2.22 2017 年 5 月時点の執行率が例年に比べて高い状態であったにもかかわら

ず、その時点で問題認識に至らなかった原因の二つ目として、個別案件ご

との予算見積りの変動を適切に把握し管理する意識の不足を挙げる。 

 

1.2.23 個別案件単位の予算執行管理は事業実施部門が行い、重要な数値として

「最新計画額」を用いている。これは案件ごとに当該年度の支出予定額を

示すもので、契約済みの額に加え契約未了であるが今後執行する見込み

額を足すなどして見積もった数値であり、案件担当者・部門が計画・案件

の進捗にあわせて随時更新することとなっている。下図は、組織全体の最

新計画額の対予算比が予算年度を通じて変動する平均的な傾向を示して

いる。最新計画額は年度当初から年央にかけて増加し4、年度末に向けて

下方修正される傾向があった5。 

 

 

図 9 一般勘定の最新計画額の対予算比の推移（2014-2016 年度の平均） 

出所：JICA 

 

                                            
4 組織全体の平均的な最新計画額が年度当初から年央にかけて増加する理由は、主に新規

案件の登録によるもので、年度が始まり新規案件の準備が進んだ段階で順次計画額が登録

される運用となっていたことによる。 
5 年度末にかけて下方修正されるのは、前述の技術協力事業の特性（P6 参照）により予期

せずに事業計画が変更されたり、実施を予定していたが結局事業への着手が遅れる案件が

あることなどの事情に加え、年度後半において配分額に収めるための意図的な調整が行わ

れることなどによる。 

予算額以上の最新計画額の計上 
年度末に向けた 

最新計画額の下方修正 
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1.2.24 個別案件同様、個別案件を積み上げた組織全体の予算管理についても、計

画額の変動は生じており、JICA では、同変動幅について、経験則に基づ

く予算管理が行われてきた。具体的には、過去に最新計画額が下方修正さ

れた経験に基づき、この程度の最新計画額の積み上がりであれば将来こ

の程度下方修正され、年度末には当年度予算内に収まるであろうといっ

た見込みにより最新計画額が予算額を上回ることを許容する予算管理が

行われていた。本来、弾力的かつ効率的な執行が可能な運営費交付金が予

算措置される独立行政法人では、事業の翌年度への持ち越しは運営費交

付金債務という形で財源ともに行うことが可能であるため、経験則に基

づいて当年度予算の 100％執行を目指すような予算管理の必要はないに

もかかわらず、これが行われていた。 

 

1.2.25 予算執行管理に対するこのような認識が、2017 年 5 月時点で予算額に対

する最新計画額の積み上がりや執行率が例年に比べて高い状態であった

にもかかわらず、計画通りには執行が進まず未使用残が発生するのでは

ないか、あるいは自部門が執行超過傾向でも JICA 全体では余剰が生じる

のではないか、結果的には妥当な水準に着地するはずという曖昧な根拠

に基づく発想につながり、組織が問題を認識して対応することを遅らせ

る原因となった。 
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1.3  問題を防げなかった根本的原因 

 

1.3.1 これまでの「直接的原因」に関する分析で明らかなように、予算管理に

関しては、組織の各層・各部局の担当者が予算管理で求められるそれぞ

れの職責を正しく果たさなかったことに加え、組織全体として予算管理

が機能不全に陥ることを未然に防ぎえなかったことも重大な問題であ

る。そのような認識に立ち、予算逼迫問題の根本的理由として、次の 3

点を挙げる。 

 

【根本原因①】責任関係に係る理由：組織の予算管理に責任を負う主体、すな

わち理事長から予算管理及び調整権限の委任を受けた部局の管

理職が、「直接的原因」で挙げたような諸々の問題を招きある

いは見過ごし、適切な管理を行っていなかった。また、個々の

事業部門を担当する担当役員も自らの担当部局の事業進捗状況

を予算面から適切に管理するという意識が不十分であり、予算

による事前統制や計画策定に強く関与していなかった。このこ

とが、結果的に問題が拡大するまで適切かつ具体的な対応がな

されなかったことにつながった。 

【根本原因②】予算管理の動機付けに係る理由：予算管理を行う体制として組

織をとらえると、構成する組織の各層・各部局の職員が自律的

に自らに期待される機能を果たすような仕組み（人事評価制度

等）が十分に機能していなかった。 

【根本原因③】事業全体の投入と成果を管理する枠組みに係る理由：個別案件

の成果を追求するだけでなく、組織としてより大きな成果を上

げるために投入の最適配分を追求するという視点が不十分であ

った。また、独立行政法人としての評価の単位と個別案件の評

価の単位が必ずしも連動せず管理会計的なコントロールが不十

分であった。これらが予算管理意識の低下につながった。 
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【根本原因①】責任関係に係る理由 

 

＜予算管理及び調整権限受任者の不十分な職責遂行＞ 

1.3.2 組織の予算管理に責任を負う主体、すなわち理事長から予算管理及び調

整、並びに事業に関する業務主管及び予算執行管理を行う権限の委任を

受けた部局の管理職が、「直接的原因」で挙げたような諸々の問題を招き

あるいは見過ごし、適切な管理を行っていなかったことが責任関係上の

根本原因として挙げられる。 

 

1.3.3 JICA においては、予算の管理を行う権限と責任は、会計規程・会計細則

により理事長から財務担当理事に委任され、さらに財務担当理事から「予

算調整部門長」（2017 年度当時には、本部においては企画部、管理部、人

事部の三部）に委任されることになっている。企画部は事業予算を、管理

部は管理的経費予算を、人事部は人件費を管理し、財務担当理事の下、財

務部が全体予算の管理に責任を負っていた。また事業については、主に課

題部と地域部が業務を主管し予算執行管理に責任を負っていた。 

 

1.3.4 2017 年度の予算逼迫問題は、組織全体として予算管理を行う責任があい

まいであったことにより発生したわけではなく、明確な責任関係が定め

られたうえで、委任を受けた各部局においてその職責が全うされなかっ

たことにより発生した。 

 

図 10 JICA の 2017 年度までの予算管理体制 
出所：JICA 
注：赤文字は事業予算の予算管理に係る部分  
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＜予算に対する役員の関与の不足＞ 

 

1.3.5 また、各部門を担当する役員も、自らの担当部局の事業進捗状況を予算面

から適切に管理するという意識が不十分であり、結果的に問題が拡大す

るまで適切かつ具体的な対応がなされなかった。 

 

1.3.6 技術協力事業に関して理事会及び理事の予算管理における役割は以下のと

おり運用上限定的で、関与が不足していた。 

- 理事は、予算編成において部門単位や予算科目単位での集計値を確認す

るにとどまり、担当部署の予算の面から事業計画を確認しなければなら

ない仕組みではなかった。 

- 部門別の予算執行状況に予算との乖離が生じたとしても、実施中案件の

計画変更は部門長以下の決裁であり、当該部を所掌する理事がその責任

を明示的に負う整理にはなっていなかった。 

- 期中の財務部及び企画部留保財源（前年度からの繰越予算を含む）は、

部長レベルの決定で配分され、理事や理事会が確認する体制ではなかっ

た。 

- 技術協力事業の新規案件の採択を検討するプロセスである要望調査の

方針や結果について、理事会への付議は行われていなかった。 

- 個別の技術協力案件が理事会に付議されることはなく、協力開始時の計

画（事業規模、スケジュール等）は担当理事以下で決裁していた。 
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【根本原因②】予算管理の動機付けに係る理由 

 

1.3.7 予算管理を行うシステムとして組織をとらえると、システムを構成する

組織の各層・各部局の職員が自らに期待される機能を果たすような仕組

みが不十分であったといえる。 

 

1.3.8 国民の税金を財源として活動する JICA において、個々の職員が予算を適

切に管理し執行することは当然の責務である。しかしながら、JICA の事

業は、長期的かつ成果が定性的で把握が難しい（例えば、開発途上地域に

おける経済の開発と社会の安定など）ことや、案件数が技術協力プロジェ

クトだけでも年間約 700 件、小規模な案件も含めると年間約 3,300 件と

膨大かつ一つ一つの案件の性質が大きく異なるなどの特性を有している。 

 

1.3.9 そのため、予算担当部局や事業部門内の予算管理をする各部計画課が個

別案件の進捗と予算執行状況を一つ一つ統制するには管理限界がある。

また、情報を現場に徴求しようとすると現場には過度の負担がかかり、予

算担当部局や事業部門計画課にとっては必要な情報が膨大になり管理し

きれない。このように、統制的な予算管理手法による予算管理の強化には

限界があり、組織文化や人事評価などによる動機付け等により、事業実施

部門の個々の担当者の日常的な行動が適切な予算管理や情報管理につな

がる自律的な予算管理の仕組みを整備する必要がある。 

 
図 11 非営利組織の経営の難しさとマネジメントコントロールの必要性 
出所：冨山委員 
 

1.3.10 しかし、JICA は、組織的な統制コントロールに管理限界があることを十
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分認識していなかったため、担当者が自律的に個別案件の予実管理の精

度を上げるような動機付けを行うという発想が欠けていた。 

 

1.3.11 例えば、2017 年度時点の JICA の人事評価の方法では、部門・組織単位

の予算管理や個別事業の予算執行管理が目標管理、コンピテンシー評価

に明示的には組み込まれていなかった。予算管理・予算執行管理に係る

目標を設定する職員もいたが、人事目標の設定にあたり参照する部署別

目標さらには組織目標において予算管理・予算執行管理が必ずしも明示

的に掲げられていなかった中で、予算管理・予算執行管理と人事評価の

結びつきが弱い状態であった。 

 

1.3.12 その結果、下図の「事業部門の潜在意識」で記すように、予算管理・予

算執行管理プロセスの各段階において、望ましくない予算管理が行われ

る傾向につながった。 

 

 
図 12 予算管理・予算執行管理の甘さを生じさせたメカニズム 
出所：冨山委員作成 
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【根本原因③】事業全体の投入と成果を管理する枠組みに係る理由 

 

1.3.13 ここでは、根本的原因の三つ目として、個別案件の成果を追求するだけで

なく組織としてより大きな成果を上げるために投入の最適配分を追求す

るという視点が不十分であったこと、また、独立行政法人としての評価の

単位と個別案件の評価の単位が必ずしも連動せず管理会計的なコントロ

ールが不十分であったことが、予算管理意識の低下につながったことを

挙げる。 

 

1.3.14 JICA の予算管理には、科学技術関係のファンディングと類似の課題があ

る。すなわち、財政的圧力がかかる中で、公的投資が国家戦略の達成のた

めに貢献しているか、資金は効率的に活用されたか等について、より一層

説明責任が求められている。JICA の事業を、各国の経済発展のため、ま

た、グローバルな各課題の解決のため、ひいては日本の国益のためにファ

ンディングしていると捉えるならば、どのようなアウトカムを生み出し、

日本の国益にどう影響しているのか定量的に把握できることが求められ

る。 

 
図 13 科学技術関係のファンディング問題と JICA の予算管理問題の類似性 
出所：上山委員 

 

1.3.15 そこでは、個別案件単位ではなく、より大きな単位でどれだけの成果に対

してどれだけの投入を行うべきかという視点が重要である。標準的な予

算管理の仕組みとしては、成果の目標水準があり、その成果を達成するた

めに当該年度でどれだけの業務を遂行するかといった行動計画があり、

行動計画に対して予算がつく。しかし、JICA では JICA 技術協力事業の

特性（P6 参照）にも由来することであるが、「成果に対する適切な投入規

模」の意識があいまいで、そのことが「予算の許す範囲で事業を実施して

いく」という発想につながった。 
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1.3.16 個別案件単位ではなく、より大きな単位でどれだけの成果に対してどれ

だけの投入を行うべきかという視点の不足は、①新規案件の採択検討6時

における全体採択規模や全体の資源配分のバランスに係る客観的な視点

での妥当性の検証不足、②独立行政法人としての評価の単位と個別案件

の評価の単位の連動不足による管理会計的なコントロールの不足につな

がっていた。 

 
図 14 「成果に対する投入」を見る標準的な予算管理の仕組み 
出所：梶川委員 

 

1.3.17 なお、独立行政法人に共通の課題として、法人全体としての PDCA と個

別事業との結びつきが必ずしも担保されないという問題がある。この問

題に取り組むための手段として、2015 年 1 月に独立行政法人会計基準が

改訂され業務達成基準7を運営費交付金の収益化基準の原則とすることと

された。業務達成基準は、会計上の管理単位（「収益化単位」という。）を、

法人全体単位から細分化することで会計情報を用いた管理会計的なマネ

ジメントを可能とすることを意図したものである。 

 

1.3.18 しかし、JICA においては、技術協力事業の特性上、セクターや国をまた

いだ異なる事業間で成果の比較を行うことが困難であり、また 1 件 1 件

の事業がテイラーメイドであり設定した成果の目標水準に対する標準的

なコストを客観的に説明することが困難であるといった特有の課題があ

り、本来の業務達成基準の制度の趣旨に基づく管理会計的なマネジメン

トを行うには至っていないのが現状である。 

                                            
6 継続案件の実施可否の検討を含む。 
7 業務達成基準とは、成果と投入予算を比較する視点を導入したものであり、より少ない

予算で成果を達成した場合には余った予算は、経営努力によるものと認定され、国庫納付

されずに同じ法人が使うことができるようになる仕組みである。 
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1.3.19 とはいえ、管理会計的なマネジメントを行ううえで収益化単位の細分化

による管理が難しいとしても、法人内部における管理単位として法人全

体の評価の単位と個別案件単位の中間的なポートフォリオの単位を設け

るなど、工夫を行う余地があると考えられる。 
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【第一章小括】 

 

1.4.1 以上、今回の問題を起こった事象に分けて原因を考えると、独立行政法人

の運営費交付金債務管理に係る理解の不足から、中期目標期間末までに

運営費交付金債務の未収益化額の全額を執行しようとする予算管理が行

われた。また、各年度の予算に基づく事業計画が組織横断的に策定されな

いまま予算執行がなされるという事前統制の弛みと、中期目標期間にと

らわれず将来の 5 年間を単位とした予算管理手法（面積管理）の未定着

により、後年度計画を含む最新計画額が適切に管理されない状況下で単

年度の予算執行促進が強力に進められ、後年度計画額の過大な積み上が

りを招いた。さらに、期ズレを適切に管理せず、執行の下振れや精算残に

よる追加配分を見越して予算現額を上回るペースで契約するという経験

則に頼った運用が行われていたことが、結果的に予算逼迫問題を招き、正

確な状況把握と迅速な対処を困難にするとともに、システムによる執行

超過防止機能を十分活用できない要因となった。 

 

1.4.2 これらの直接的な原因に加え、こうした状況を理事長から予算管理及び調

整権限の委任を受けた部局の管理職が招き、あるいは見過ごしていたこ

と、また、担当役員も自らの担当部局の事業進捗状況を予算面から適切に

管理するという認識が不十分であり、結果的に問題が拡大するまで適切

かつ具体的な対応をとらなかったこと等が今回の予算逼迫問題の根本的

な原因である。 

 

1.4.3 そもそも予算管理は経験則に頼った調整に依拠すべきものではなく、当た

り前の事柄をルールに則り適正に実施することでなされるものである。

必ずしも予算管理に熟練しているわけではない一般の職員であっても適

切な予算執行管理を実現できるようなシステマチックな仕組みの整備が

求められる。また、予算管理者は適切な管理・監督を行い、必要に応じて

個々の職員の予算執行管理上至らない点を是正することが常に求められ

る。 

 

1.4.4 同時に、今回の問題発生につながる事象が、業務の改善合理化の流れの中

で発生してきたことにも留意すべきである。本来必要なことと合理化可

能な事柄の峻別が適切に行われなかった点は、今後の業務改善のプロセ

スにおいて改善を求めたい。 
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第二章 運営費交付金の予算管理の具体的改善策の提言 

本章では、運営費交付金の予算管理の具体的な改善策の提言についてまとめる。 

 

（１）法人予算の事前統制の弛みの是正 

・中期的な資源配分の方針を策定のうえ、各年度の事業計画を予算額で表示し

た事項別の予算積算書を各事業担当部が担当理事と調整して作成し、理事

会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する事前統制メカニズ

ムを構築 

 

（２）個別案件単位の予算執行管理の徹底 

・個々の案件単位で成果に対する適切な投入水準を管理する視点を持ちなが

ら予算執行管理を行うことを基本とし、柔軟な計画変更を前提としつつ個

別案件単位での適時・適切な予算執行管理を徹底 

 

（３）複数年度事業の後年度計画額の適切な把握と管理 

・個々の案件単位で後年度計画額を含む予算執行管理を徹底 

・地域単位での後年度計画額の全体像とその変更を把握し地域別に配分され

た予算面積の範囲内で適切に調整するメカニズムを構築 

・予算執行管理を一元的に行う体制を構築 

 

（４）当年度予算の執行管理の適正化 

・当年度の支払計画と支払財源の関係を定常的にモニタリングし、「期ズレ」

を把握する体制を構築し、繰越等の予算管理を徹底 

 

（５）自律性を重視した合理的な予算管理手法の確立 

・過度な統制強化を避けつつ、真に必要な項目に最適化した各部門の管理責任

の明確化 

・予算執行管理に関する職員職階別の責任と成果を人事評価に反映 

 

（６）予算執行状況の可視化と理事及び理事会の役割の明確化 

・理事会において予算執行状況を定期的に議論し、担当理事が各担当部局の事

業進捗と予算の関係を説明 

・理事が担当部局の予算管理に計画段階から責任を負うことを明確化 

・事業実施プロセスにおいて理事会で審議・報告すべき案件及び事項を明確化 

 

（７）戦略的な資源配分メカニズムの強化と人材育成 

・開発効果向上と資源配分適正化の観点から、共通の目的を有する複数案件の

進捗と予算を同時に見て、全体の成果が上がるように資源配分を行う仕組

みの強化とそのための人材育成 
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（１）法人予算の事前統制の弛みの是正 

・中期的な資源配分の方針を策定のうえ、各年度の事業計画を予算額で表示し

た事項別の予算積算書を各事業担当部が担当理事と調整して作成し、理事

会審議を経て概算要求及び年度計画予算策定に反映する事前統制メカニズ

ムを構築 

 

2.1.1 予算の作成方法としては、トップマネジメントが決定した組織の方針を、予算

に反映し、予算の執行部門へ指示する「トップダウン型予算」と、予算の執行

部門から個々の事象を積み上げ取りまとめたものをトップマネジメントへ提示

する「ボトムアップ型予算」があるが、「トップダウン型予算」では予算の執行部

門が執行主体としての認識を欠きやすく、「ボトムアップ型予算」では法人目標

と不整合が生じやすいという欠点がある。 

 

2.1.2 組織の自律的な予算の事前統制を強化するためには、法人目標に沿いなが

ら、予算執行主体である執行部門の主体性の発揮が必要であり、それを可能

とする「折衷型予算」を策定することが重要である。具体的には、中期的な資

源配分の方針策定による「トップダウン型予算」と、現場からの事業計画の積

上げによる「ボトムアップ型予算」を結び付けた「折衷型予算」の策定を実践す

る手段として、中期的な資源配分の方針に基づき各年度の各事業部門の事

業計画を予算額で表示した事項別の予算積算書の作成が求められる。 

 
図 15 トップダウン型予算、ボトムアップ型予算と折衷型予算 
出所：園田委員 

 
 

2.1.3 「トップダウン型予算」策定のための手段としての資源配分に係る方針の策定

は、JICAは 2018年度から対応済である。 
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2.1.4 「折衷型予算」策定のための手段として、JICAは、2018 年 8 月の 2019 年度

予算概算要求から、事業計画を予算額に反映した事項別の予算積算書の

作成を再開している。担当理事のもとで各部が事業計画を立て事業計画に

基づく予算を積算することにより、組織全体の事業計画・積算が個別案件の

予算執行管理に結び付けられる。その際、各部門が作成する事業計画と支

出実績を組織横断的にモニタリングし、予算と支出の差異があれば理由

を検証し次の予算に反映するといった予算と実績の管理が重要である。 

 

2.1.5 また、3月の法人の年度計画予算作成には、決定事項別表で表示された計画

が反映され、4 月当初の予算配分においては、当該計画に基づく予算が一律

査定されることなく配分されることが重要である。この取り組みを通じて、予算

管理の意識をこれまで以上に高めることと、担当部局で検討し組織的な調整

と決定を経て事項別表に反映した予算計画に対する職員の信頼を確保するこ

とが必要である。 
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（２） 個別案件単位の予算執行管理の徹底 

・個々の案件単位で成果に対する適切な投入水準を管理する視点を持ちながら予算

執行管理を行うことを基本とし、柔軟な計画変更を前提としつつ個別案件単位での適

時・適切な予算執行管理を徹底 

 

2.2.1 組織全体の予算管理強化には、地域単位、執行部門単位の管理強化だけで

なく、個別案件単位の予算執行管理強化が不可欠である。国民の税金による

公的資金を扱ううえでは、案件担当者自らが適切な予算管理の責任を有する

という意識が常に必要である。また、柔軟な計画変更が求められる技術協力

事業はモニタリングが重要である。個別案件に最も近い立場で情報を持つ担

当者がタイムリーに予算執行管理を行うことにより、個別案件を集計した組織

全体の予算管理が機能するのである。 

 
図 16 JICAにおける個別案件単位での予算執行管理の必要性 
出所：梶川委員作成 

 

2.2.2 案件単位の予算執行管理では、既に契約・支出した金額だけではなく、今後

支出する予定額の見積りが重要となる。契約・支出額については確実なデー

タがあるが、今後の支出予定額は、案件の進捗をモニタリングしながら見積り

を行う必要がある。当初事業計画と執行状況を比較し、当初計画に対する予

算執行の進捗状況を把握するとともに、投入内容を変更する場合はその妥当

性を精査することが重要。 

 

2.2.3 また、途上国で行われる JICA 事業は必ずしも全て計画通りに進むもので

はなく、計画の変動は柔軟な対応が求められるが、案件担当者が一定の変

動を認識した時点でそれを速やかに最新計画額に反映することが徹底さ

れるべきである。変更の報告が遅れることは組織としての大きな機会の喪失

やリスクの見落としになる可能性があるという認識が、組織全体に共有される
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ことが必要である。このための業務負荷簡素化のための対応とともに、事業

担当部局が、事業計画の変更に対して予算計画を迅速に更新するインセンテ

ィヴ（しない場合のペナルティを含む）を明確にすることも重要である。システ

ムに組み込まれている月次の計画額の記録を事後検証することにより、適時

に計画見直しが実施されていたのかを部門レベルや担当レベルで評価し、予

算配分と関連付けるなどの仕組み作りが必要となる。 

 

2.2.4 また、案件担当者は、案件単位の予算管理を、成果に対する適切な投入水準

を管理する視点を持ち、正確に行うこととし、地域部から配分された予算面積

との整合を前提に、事業の遅れに伴う予算の繰越を適切に把握しシステムに

入力し、その入力情報に基づき、予算担当部局から各年度の予算配分がなさ

れることが合理的であり、適切な予算執行管理の動機付けとなる。 

 

2.2.5 成果に対する適切な投入水準の管理を促すためにも、これまで案件の目的の

達成度など、成果に関する評価に重点が置かれていた個別案件の終了時点

の評価について、今後は投入された予算の妥当性、合理性（投入予算に見合

う成果か）の視点を強化することが必要である9。 

 

2.2.6 なお、事業実施上のリスクが顕在化した際にタイムリーに予算の変更に反映

させるだけでなく、リスクの把握に努め、リスクの低減を図る視点も重要である。

例えば、「インサイド・アウト」の発想によるリスク低減が挙げられる。「インサイ

ド・アウト」の発想とは、外部の状況変化の把握に努め計画に取り込みリスク

を低減する従来型の「アウトサイド・イン」の発想の対をなす概念であり、計画

を立案する早い段階から JICA の考えを積極的に外部のステークホルダーに

示し、外部の反応をみつつ計画を軌道修正することで、能動的かつ適時適切

に対応することによりリスクを減らす発想を指す。事業マネジメントにおいて従

来の「アウトサイド・イン」に加え「インサイド・アウト」の発想等の取り組みによ

りリスクを減らすことで、計画額に対する実績額の変動が抑えられ、予算執行

管理が改善されることが考えられるが、このような方法についても中長期的に

検討していくことが求められる。 

  

                                            
9技術協力プロジェクト終了時点の評価における「効率性」の評価として、JICA は、当初

計画をベンチマークとして当初計画に対する実際の支出額を比較する評価を行っている。

他方、同じ金額を他の開発事業に充てた場合をベンチマークとして、当初計画自体の妥当

性も含め、当該事業の費用に対する便益が十分に大きいものであったかという視点の評価

は一層強化する必要がある。 
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（３）複数年度事業の後年度計画額の適切な把握と管理 

・個々の案件単位で後年度計画額を含む予算執行管理を徹底 

・地域単位での後年度計画額の全体像とその変更を把握し地域別に配分され

た予算面積の範囲内で適切に調整するメカニズムを構築 

・予算執行管理を一元的に行う体制を構築 

 

2.3.1 予算逼迫問題の再発防止のためには、面積管理を機能させることで、後年

度計画額の積み上がり状況をタイムリーに把握して、複数年にわたる予

算計画を能動的に管理していくことが必要である。 

 

2.3.2 後年度計画額のモニタリングでは、個々の案件別、部門別、地域別、法人

全体の後年度計画額をタイムリーに可視化し、後年度計画額を含む予算

管理を新規案件採択の検討時を含め継続的に実施する必要がある。 

 

2.3.3 原因で述べたように、JICA は十分な検証がなされないまま面積管理の概

念を変更し、地域部による後年度負担の全体額の管理は実質的に行われ

ていなかった。しかし、2019 年度から以下のとおり明確な役割分担の下

で後年度計画額を管理することとして既に一部の取組みを開始している。

適切な対応であるが、従来の単年度での予算の使い切りという発想から

の転換が求められており、この定着が必要である。 

- 企画部は、上位の方針及び予算編成結果を踏まえて、前年度末までに当

年度以降 5 年間の地域別中期予算額を各地域部に提示。決算確定段階で

の課題部と地域部との面積調整を踏まえて地域別中期予算額を修正し、

案件採択検討の前提となる地域別新規採択目安額を示す。 

- 地域部は、地域別中期予算額を管理する責任を有し、①理事会で審議し

た地域別新規採択目安額に基づき、その範囲内で要請案件に対する新規

採択案件を選定し10、②各課題部向けの地域別中期予算額を決定する。 

- 課題部は、地域部から各課題部に配分された地域別中期予算額の範囲で、

採択済み案件を実施する責任を有し、①実施案件について随時事業計画

を見直し、後年度を含む計画額をシステム上で更新（月次確認）し、②

重要案件について内容または計画額の大幅な変更が必要な場合は、地域

部の合意を得て変更する。最終的な面積の調整は決算時に行う。 

- 予算執行管理室は、関係部局が正確かつタイムリーに後年度計画額を含

む最新計画額の変動を把握できるように定期的にデータを集約し関係

部に提供する。面積管理に影響を与えるような事態（異常データを含む）

が発生した場合には、予算執行管理室は関係部による調整を促す。 

                                            
10 JICA 評価であり、最終的な採択権限は日本政府にあり。 
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図 17 複数年度にわたる予算管理の改善策 
出所：園田委員 

 

2.3.4 JICA は、運営費交付金事業の予算執行統制を強化するため、事業費と管

理的経費を組織横断的に一元化して管理・統制する明確な権限と責任を

持つ部署として、2018 年 7 月に「予算執行管理室」を創設した。これま

で事業費の予算管理は企画部が行っていたが、この業務を、予算管理を専

門に行う予算執行管理室に移管することにより、予算管理業務に集中で

きる体制を整えた。予算執行管理室には、各課題部が配分予算を適切に執

行し、各地域部が面積管理を適切に運用できるように、後年度計画のモニ

タリングを含む情報提供と各部門間の調整を行うことが求められる。 

 

  

複数年度に渡る予算及び支出管理
（後年度計画の管理を含む）

対応策

○「プロジェクト管理→プログラム管理→面積管理→法人全体管理」の積み上げによる予算執行状況、後年度計画状
況の管理、管理状況を見える化。
○課題部・地域部・財務部等の各々の責任の明確化が重要。
○トップダウン（法人全体の方針）とボトムアップ（行動計画・アクションプラン）の双方からのアプローチが可能となるプロ
セスを構築。
○事業計画（プログラム管理）及び「予算執行管理表」（プロジェクト管理）の活用により後年度計画額の見積りを精緻化。

合計 ×× ×× ×× ×× ××

・・・

地域別面積管理各事業計画（プログラム管理）

H28 H29 H30

検証

・各プログラムの積み上げと面積管
理の検証が可能なスキームの構築
・変動の正確かつタイムリーな把握

↓
面積管理をプログラム採択のときの
みならず開始後も継続的にウォッ
チしてく必要

↓
積み上がりの構造を予算執行部局
が認識することが予算執行主体と
しての責任の醸成につながる

↓
そのためには細分化した管理単位
が必要
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（４） 当年度予算の執行管理の適正化 

・当年度の支払計画と支払財源の関係を定常的にモニタリングし、「期ズレ」

を把握する体制を構築し、繰越等の予算管理を徹底 

 

2.4.1 中期目標期間末において運営費交付金債務の全額を執行しようとする予

算管理を避けるためには、支払計画（どの年度の事業進捗に対して当年度

にどれだけ支払いを行うのか）と支払財源（当年度の運営費交付金か過年

度の運営費交付金か）の関係を定常的にモニタリングする体制を構築し、

執行残が、案件の終了や中止による純粋な不用額の発生によるのか、ある

いは外部要因により支払い計画が翌年度にずれ込んだことによるのかを

把握する必要がある。 

 

2.4.2 中期目標期間終了年度においては、前渡金等の経過勘定や契約済未支出額

を把握した上で、主務省（及び財務省）と繰越協議を適切に実施することで、

中期目標期間末の過度な執行促進を回避する必要がある。JICAは第 2期中

期目標期間末（2011年度末）には、個別案件の積み上げによる期ズレの集計

を行い、繰越協議を行っていた。制度的には実施可能なことであり、JICAはこ

の運用を再開すべきである。 

 

2.4.3 計画的な事業スケジュールの管理と事業進捗に伴う「期ズレ」の把握は第一

義的には個々の案件担当者と担当者所属部門の責任である。適切な事由に

よる事業の遅れに伴う予算執行年度の後ろ倒しを組織的に認定し、翌年度に

おいては相当する予算の配分が確実になされるという当たり前のことが当たり

前になされなければならない。 

 

2.4.4 具体的には、個々の案件単位で、当初、当該年度中にどこまで業務の進捗・

支払いを行う予定であり、それが外部要因によりどれだけの金額分が、翌年

度あるいは翌中期目標期間にずれ込んだか（期ズレ）、あるいは案件終了・中

止で残不用となったのか、情報を整理する必要がある。個別案件の当該「期

ズレ」額の積み上げが、機構全体で必要な繰越額となる。 

 

2.4.5 中期目標期間末に説明責任を果たすためには、少なくとも 2事業年度前より、

中期目標最終年度における運営費交付金の未収益化額の状況を把握して、

期ズレの規模を適正化するための調整が必要となる。そのためにも、中期目

標期間中の各年度において適切に「期ズレ」を管理することが必要である。 
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2.4.6 また、各年度や中期目標期間末における個別案件の精算残の管理を容易に

するためには、必ずしも年度末を契約終期とすることなく、契約実態に応じた

適切な契約期間の設定が求められる。 

 

 
図 18 支払計画と支払財源の関係性を個別案件単位でモニタリングする必要性 
出所：園田委員 
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（５）自律性を重視した合理的な予算管理手法の確立 

・過度な統制強化を避けつつ、真に必要な項目に最適化した各部門の管理責任

の明確化 

・予算執行管理に関する職員職階別の責任と成果を人事評価に反映 

 

2.5.1 第一章（３）「運営費交付金予算の逼迫問題を防げなかった根本的原因」で

指摘したように JICA では自律性を重視した合理的な予算管理手法の確立

が求められる。JICA の組織マネジメントは経営管理論的にはかなり難し

く、腰を据えた改革が必要である。予算管理のような「組織の能力」の強

化は、組織図を変更するだけでなく、職員一人一人の行動様式を変えるこ

とにより行わなければならない。 

 

2.5.2 以下、部門・組織単位の在り方と職員個々人の在り方について述べる。 

部門・組織単位の在り方としては、後年度計画額の管理を行うための面積管

理を機能させるために、地域部による地域別中期予算額の管理責任を明確

化すると同時に、個々の事業を行う課題部に対する地域部による過度な統制

を避ける仕組みとすることが必要である。具体的には、案件単位での計画額

の変更について、個別に課題部が地域部の合意を得なければならないような

運用を避け、原則として個別案件の計画額の変更は課題部による自律的な

管理に任せることが重要である。その代わりに、課題部には、部門全体として

積み上げた変更後の計画額を地域別中期予算額の範囲に収めること、また、

予算管理状況を可視化して地域部が確認できるようにすることを義務づける

整理が必要である。予算管理状況の可視化としては、後年度を含む計画額を

システム上でタイムリーに更新し地域部が最新のマクロの執行状況を把握で

きるようにすること、また個別案件の最新計画額リストの定期共有を行い案件

単位（ミクロ）の異常値についても地域部が確認できるようにすることなどが挙

げられる。また、地域部としての重要案件については、計画額の変更を含むそ

の進捗に関して課題部との情報共有や調整がストレスなくなされるべきである。 

 

2.5.3 職員個々のあり方については、予算執行管理に関する職員職階別の責任と

成果を人事評価に明示的に組み込むことにより自律的な予算執行管理を強

化する動機づけが重要である。継続的・持続的な組織文化・行動様式として

定着するには、一貫した評価基準を示し、その基準に従うことでより昇進

できるという期待を 5 年、10 年続けて醸成する必要がある。 
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2.5.4 また、人材育成も重要であり、特に①事業と予算の両方を管理できる人材

（→後述の、2.7.3 参照）、②予算管理を含む経理の専門人材の育成につい

ては、今後長期的な取り組みが必要である。なお、後者については、JICA

は既に、予算管理・経理に係る業務経験の蓄積を通じた専門人材の育成を

開始しており、望ましい対応といえる。 

 

2.5.5 予算の管理単位を個別案件単位と明示的に位置づけ、個々の案件の予算・

実績動向をモニタリングすることで、個々の案件担当者の見積りの精度

向上や、変更が見込まれた時のタイムリーな報告への動機付けを与え、組

織全体としての予算管理の向上につなげることが重要である。 

 

 
図 19 予算執行管理に関する課題と対策の識別 
出所：冨山委員 
 

2.5.6 仕組み整備の例として、JICA のように技術協力プロジェクトのみでも、

年間約 700 件（小規模なものも含め全体では約 3,300 件の案件）があり

全ての案件の管理を同じレベルで強化することは困難な場合でも、大型

案件やリスクの高い案件に絞って重点管理することは可能である。また、

予算執行管理に関する研修教育と失敗事例の共有も重要である。案件管

理上の失敗事例は最高の教材であり、共有して組織内の人材育成に活用

することが有効である。 



39 
 

 

図 20 自律的な予算管理のための仕組み整備と動機づけの例 
出所：冨山委員 
 

 

図 21 継続的・持続的な組織文化・行動様式に向けた組織アーキテクチャーの要素 

出所：冨山委員 
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2.5.7 改善策の実行可能性を担保するために「サービスデザイン思考」（図 22：

サービス設計 12 か条に基づく思考）の導入・展開が重要である。例えば、

予算管理プロセスの見直しには様々な施策があり得るが、一度に全てを

改善しようとすることは危険であり、現場の職員へ過度な負荷がかから

ないように留意し、できるところから漸次かつ継続的に一貫して行って

いくことが必要である。 

 

2.5.8 また、担当者が予算執行管理の業務改善策を実行可能となるようマニュ

アルの整備が必要である。マニュアルを作成する際は、業務を作業のレベ

ルに落とし込み、①書式のフォーマット、②スイムレーン（部門間の役割

分担、作業プロセスの流れ、各段階の所要時間を図示して業務が回るかを

確認するためのもの）、③各段階の判断基準を整理することが必要。 

 

 

 

図 22 サービスデザイン思考の導入・展開 
出所：座間委員 
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＜予算管理に係る情報システムについて＞ 

2.5.9 自律的な予算管理を促すツールとして、ここでは予算管理に係る情報シ

ステムについて述べる。予算額を厳格な上限として執行するために、JICA

は 2018 年度から経理を行うシステムを改善し、予算額を超えた契約や支

出をできなくする機能（CAP 機能）を強化している。これは適切な対策

であると評価できる。 

 

2.5.10 JICA は、現在、2019 年 4 月の稼働開始を目指し、事業管理支援システ

ム、経理業務統合システムを更改中である。このシステム更改は、予算

逼迫問題が生じる前から計画され実行されているものであるが、この更

改により事業管理を行うシステムにおいても予算管理の観点で以下の改

善が期待され、適切であると評価できる。 

- ダッシュボード等の機能を向上させ分かりやすい可視化を図ることに

より理事会等において事実に基づいた議論が促進されることが期待さ

れる。 

- 共通データベースを介して各システムのデータの連携を行うことによ

り、情報がリアルタイムで把握でき、タイムリーな対応が可能となる。 

- 実施中案件だけでなく将来実施予定の計画案件を含めた、案件ライフサ

イクルを通じた案件情報の一元化により、事業規模予測機能が向上する。 

- 計画額の入力を制御する機能の実装により、予算執行統制機能が向上す

る。 

- 積算情報など計画額の根拠資料をシステム上で共有することにより計

画額の精度・透明性が高まり、また関係部門間での認識の共有が促進さ

れる。 

 
図 23 システム更改後の次期事業管理支援システムの概要 

出所：JICA  
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2.5.11 この最終報告書の提言にある予算管理の各種改善策の実効性を高めるた

めに、将来的には、予算と成果が紐づくことで、事業の妥当性判断等にお

ける客観性を高め、JICA 自らの投資判断能力を高めることができるよう

人材育成を進めることが重要である。その際、システムの利活用について

も検討されることが望ましい。 
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（６）予算執行状況の可視化と理事及び理事会の役割の明確化 

・理事会において予算執行状況を定期的に議論し、担当理事が各担当部局の事

業進捗と予算の関係を説明 

・理事が担当部局の予算管理に計画段階から責任を負うことを明確化 

・事業実施プロセスにおいて理事会で審議・報告すべき案件及び事項を明確化 

 

2.6.1 組織の予算管理に係る内部統制を機能させ、適切な予算管理への動機付け

を強化する上で理事及び理事会が果たすべき役割は大きい。JICA は独立行

政法人制度の建付けに沿って理事会の運用方法を以下の通り確認し、役員

レベルによるガバナンス強化を既に開始しており、適切な対応といえる。 

 

2.6.2 理事会の役割明確化 

ⅰ）理事会における理事の立場 

理事会において理事が所掌外の事案についても建設的な立場から意見を述

べて理事同士で議論することを勧奨。 

ⅱ）理事会の機能 

理事会は、理事長又は担当理事の意思決定を補佐する現行の機能を維持し、

意思決定権は持たない。しかし、理事会に付議することの意義は、決裁ライン

以外も含めた組織として情報を共有し判断基準を確認する意味がある。 

 

2.6.3 さらに、これまで技術協力事業に係る理事会付議は限定的であったが、理事

会で審議・報告すべき事項と理事の役割を明確化すべきである。これについ

ても、JICAは 2018年度から以下の役割の整理を行い、運用を開始した。 

＜理事会審議・報告事項＞ 

- 案件採択検討時に、後年度の予算執行見通しも含めて審議。 

- 予算要求・編成段階での事項別表作成や、年央の予備費の執行も理事

会付議し、予算に係る重要な意思決定には必ず役員レベルが関与。 

- 予算執行状況を可視化し、理事会に定期的に報告。 

- 個別の技術協力案件のうち、重要案件は案件形成と実施中の各段階で

理事会付議。実施段階では、事業スコープの大きな変更の場合に付議。 

＜担当理事の役割＞ 

- 担当理事は、担当部門の予算執行管理における責任を有し、担当部門

の予算執行状況と予算との乖離や、計画額の大幅変更が発生した際に

はその理由を理事会で説明する責任を負う。この運用ルールにより、

理事から各部門長以下への適切な統制を確保することが期待される。 
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2.6.4 最終段階で理事会に付議する時点では既に覆しがたい状況になり、実質的な

議論が難しい可能性もあるため、理事会の前段階で議論を尽くす実質的な議

論の場を設けることが有効である。JICA は 2018 年度から理事レベルの実質

的な議論の場として、技術協力事業委員会を設置し、同委員会の結果を理事

会審議に参考意見として提出する運用としており、適切な対応といえる。 
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（７）戦略的な資源配分メカニズムの強化と人材育成 

・開発効果向上と資源配分適正化の観点から、共通の目的を有する複数案件の

進捗と予算を同時に見て、全体の成果が上がるように資源配分を行う仕組

みの強化とそのための人材育成 

 

2.7.1 改善策の最後に、戦略的な資源配分メカニズムを強化し効率的に成果を達成

するという視点の強化として、以下２点を挙げる。短期的な対応が期待される

改善策の（１）～（６）に比べて長期的な取り組み課題であるが、直ちに具体的

な検討を進め、対応できるものから取り組むことを提言する。 

 

2.7.2 1 点目は、公的資金を扱う独立行政法人のマネジメント課題として、目的を効

率的に達成するという観点の強化が求められる。教育、防災などどのような

課題に対して資金を活用するのかという点、そしてそれが全体として日

本の国益にどのように裨益しているのかという点を把握し配分を改善す

るシンクタンク機能を強化し、事業を選定する際の横串の課題、縦串の地

域配分の横と縦の関係、また事業全体のマッピングと個別案件の選定の

連動を強化することが必要。 

 

2.7.3 そのためには、計画中及び実施中の技術協力案件を横串で見て、資源配分

の妥当性、後継案件実施の妥当性等を客観的に評価検証するメカニズムが

求められる。こうした機能の付加について、既述の技術協力事業委員会の活

用を含め検討を開始すべきである。あわせて、そうした機能強化の中で、個別

案件単位だけではなく、より大きな単位において、予算管理マインドをもって事

業と予算の双方をマネジメントできる人材を育成することが求められる。 

 
図 24 ファンディングエージェンシーとして見た JICA の技術協力 
出所：上山委員 
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2.7.4 2 点目は、法人全体の目標と個別案件とのリンケージを強化するため、中間

的なポートフォリオの単位を検討することが求められる。JICAにおいて組織全

体の目標の重要業績評価指標（Key Performance Indicators、以下、「KPI」と

いう。）と個別案件管理の KPI に乖離がある。独立行政法人は成果の管理単

位として、中期目標の「事業等のまとまり」（法人が評価される単位）を有する

が、現状の JICA の一部の「事業等のまとまり」ではくくりが大きすぎて、「事業

等のまとまり」における投入に対する具体的な成果管理が行えない。他方、個

別案件単位ではくくりが小さすぎて、個別案件の成果だけでは法人の目標と

必ずしも整合しない。 

 

2.7.5 そこで、「事業等のまとまり」と個別案件の中間のくくりとして、「中間的なポート

フォリオの単位」を検討することが望ましい。前述の通り、JICA は個別案件に

おける組織横断の標準的なコストを算定することが困難であることなどから

「中間的なポートフォリオ」は独法会計基準における業務達成基準の測定手

段として活用することは難しいかもしれないが、何らかの形で「中間的なポート

フォリオ」の単位を明確にすることにより、中期目標における地域や課題レベ

ルの目標と、案件単位での成果の積み上げが有機的に結びつき、法人の成

果として反映されることが望まれる。 

 

2.7.6 また、そのような中間的なポートフォリオを持つことで、個別案件に「効果があ

るか」だけではなく「その効果は同予算で実施可能な代替案件と比して十分大

きいのか」という観点で、個別案件への予算配分、継続の適否等を、戦略的に

判断できるようになる。 

 

2.7.7 JICA の事業は、それぞれ異なる価値基準を有しており（例えば保健の事業と

インフラの事業では価値基準が異なる）、それらをひとまとめにした成果の目

標を設定し、実績をモニタリングすることが、そもそも難しいことには留意が必

要である。しかし、設定したポートフォリオ毎に完璧でなくても何らかの KPI を

設定し、組織全体として効率的に成果が上がる戦略的な資源配分の仕組みを

検討することは重要である。 
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第三章 提言を業務フロー各段階に反映させた改善点一覧 

 ここでは、第二章で挙げた提言を、より実務的に JICA の業務フローの各段階

に反映させた形で改善点の一覧を整理する。なお、これは外部有識者の助言を踏

まえ実務者会合がまとめた改善点一覧を諮問委員会で議論したもの。 
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【オレンジ背景部：予算執行管理に係る問題を受け、JICA独自検討策と委員提言を踏まえた改善案】

システムを活用した
予算の過執行の抑制

２．予算配分・執行フロー

収支決算見込のモニタリング

定期見直し

・第4四半期：収支決算（支出見込額）の日次モニタリング

～年度末

定期見直し
配分額の確定

第2四半期

第3四半期

・収支決算報告書及び財務諸表の作成、会計監査後、理事会報告

決算

（決算報告書、財務諸表）

4月～6月

・地域部長は、各課題部向けの地域別中期予算額を決定。

・予算執行管理室長は、各課題部向けの地域別中期予算額に基づき、課題部長に年度
予算を配分。

通年

年度予算の配分
4月

理事会

理事会

予算執行状況を
理事会報告

理事会

各月/四半期 理事会

予算執行管理

2-1 予算配分・執行管理
・財務部担当理事より予算執行管理室長へ予算配分を指示。

・毎月：事業費、管理的経費内での配分見直しを実施
・年央：事業費、管理的経費を跨ぐ通知・配分見直しを実施・調整

・第3四半期末：
見直し後、配分額を確定

・予算執行状況の理事会報告（当面は月次、その後は四半期毎を目途）

費目別、事業部別、地域別の当年度執行状況、後年度計画、その他予算執行に

影響を及ぼす事項・案件等を報告。各理事は業務の進捗状況等を必要に応じ説

明。

・予備的な留保予算の追加配分は当該配分実施時に理事会報告。

地域別中期予算額の調整

・各課題部において、採択済み案件の決算額確定、当該年度・後年度の計画額更新。

・各課題部長は地域別中期予算額に合わせて事業計画を見直し。必要に応じて当該

地域部と全課題部間で協議し、課題部間で地域別中期予算額を調整。

・企画部長は、地域別中期予算額および地域別の採択済み案件の計画額に基づき、

地域別新規採択目安額を決定。
・地域部長は、地域別新規採択目安額に基づき、要請案件のJICA評価を決定。

・各課題部は、配分された地域別中期予算額の範囲内で事業を実施。予算額に合わせ
て随時計画を見直し。

理事会・各部門の役割分担の整理

(1)理事会・理事

・理事会は理事長の意思決定を補佐する現行の機能を維持。

・意思決定権は持たないが、付議することにより決裁ライン以外も含めた組織として確認する意味がある。

・理事は担当部門の予算執行管理に責任を有する。

(2)予算執行管理室（予算調整の責任部門を一元化（2018年7月～））

・予算調整の責任を有し、年度当初の予算配賦・年央見直しを含む予算執行管理を行う。

・各年度の予算執行状況を適切に把握し、年度内の予算執行管理を適正化する。

(3)地域部

・地域別中期予算額を管理する責任を有し、

①企画部が定める地域別新規採択目安額に基づき要請案件に対するJICA評価を決定（シート２－２）。

②各課題部向けの地域別中期予算額を決定。

(4)課題部

・各課題部に示された地域別中期予算額の範囲で、採択済み案件を実施する責任を有し、

①実施案件について随時事業計画を見直し、後年度を含む計画額をシステム上で更新（月次確認）。

②重要案件について内容または計画額の大幅な変更が必要な場合は、地域部の合意を得て変更。
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３．地域別中期予算額の確定及び案件採択・実施のタイムライン 

 

① 地域別中期予算額の提示（Y0 年度：予算編成後） 

- 企画部長は、上位の方針及び予算編成結果を踏まえ、Y0 年度末までに Y1 年
度以降 5 年間の地域別中期予算額を各地域部長に提示する。 

- 地域部長は、集計された計画額に基づき、採択済案件の実施に必要な各課題
部向けの地域別中期予算額を暫定的に決定する。 

② 期ズレの把握（Y0 年度末） 

- 予算執行管理室は、外部要因により、Y0 年度中に予定されていた業務・支払
いが Y1 年度にずれ込んだ場合（期ズレ）、当該情報を整理する。 

③ 年度予算（課題部別）の配分（Y1 年度当初） 

- 財務担当理事は、Y1 年度当初に予算執行管理室長へ Y1 年度予算の配分の指
示を行う。 

- 予算執行管理室長は、採択済案件の実施に必要な各課題部向けの地域別中期
予算額に基づき、各課題部長に Y1 年度予算を配分する。 

- 課題部は、配分された地域別中期予算額の範囲で、採択済み案件を実施する。 

④ 地域別中期予算額の調整（Y1 年度：6 月中旬） 

- 地域部長は、各課題部長との協議を行い、Y0 年度決算を踏まえ採択済案件の
実施に必要な各課題部向けの地域別中期予算額を決定する。 

⑤ 地域別新規案件採択目安額の通知（Y1 年度：6 月下旬） 

- 企画部長は、新規案件採択検討の前提となる地域別新規採択目安額を決定す
る。 

- 地域部長は、地域別新規採択目安額に基づき、要請案件に対する JICA 評価
を決定する。 
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用語集（50 音順） 

運営費交付金債務 

 

独立行政法人の会計制度上、予算として国から支弁される運営費

交付金は、収入ではなく「借入金」と同様に負債の部に計上さ

れ、「運営費交付金債務」として計上される。返済が求められる

通常の借入金と異なるのは、「業務の履行」により返済義務が解

消されることである。運営費交付金を使い業務を履行した際に

は、その分だけ「運営費交付金債務」を解消することができる。 

課題部 地域部による面積管理のもと事業予算の配分を受け、技術協力事

業等を実施する部署。 

後年度計画額 

 

案件毎の翌年度以降に計画する支出予定額をさす。締結済の契約

額に加え、契約未了であるが計画済みの額を含めた金額。 

最新計画額 案件毎の当該年度の支出予定額。事業進捗にあわせて随時更新さ

れる。 

執行率 予算配分額に対する契約済額の比率。 

収益化 

 

業務の履行により運営費交付金債務を解消すること。計上額は

「運営費交付金収益」勘定として、損益計算書の経常収益の部に

計上される。 

地域部 地域毎の部門（例えば東南アジア部やアフリカ部など、計 6 部）

で、担当地域全体の事業実施に係る計画・調整を行い、地域内の

国別予算の配分を行う部署。 

面積管理 各地域（例えば東南アジアやアフリカなど）における技術協力事

業に充当を予定する将来の 5 ヵ年の予算予定額の総額を企画部が

示し、その金額の範囲内で地域部が複数年にわたる案件の採択と

後年度計画額の管理を行うための予算管理手法。 

要望調査 相手国政府からの要請書の提出を受けて、技術協力事業の新規採

択を検討するプロセス。定期要請と随時要請があり、例年、定期

要請は 6 月～2 月頃にかけて行われる。外務省による採択、その

後の事業立ち上げ準備を経て、本体事業の開始は要望調査の次年

度以降になる。 

予算管理 本報告書では、個別事業（ミクロ）単位ではなく、部門単位や組

織単位といったマクロ単位での予算管理を指す。 

予算現額 当年度予算額に前年度からの繰越額を加えた、当該年度の事業費

財源として執行可能な予算額。 

予算執行管理 本報告書では、個別事業単位での事業管理に直結する予算管理を

指す。但し、諮問委員会の名称及び報告書タイトルにおいては、

「予算管理」の意味も含めて予算執行管理と称している。 

予算担当部局 財務部に加え、図 10 において予算調整部門とされている企画部

等を指す。 


